
衆
議
院
議
員
の
定
数
削
減
等
に
関
す
る
法
律
案

（趣
旨
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
衆
議
院
議
員
の
定
数
削
減
並
び
に
そ
の
具
体
的
な
方
法
等
に
関
す
る
法
制
上
の
措
置
の
検
討
の
在
り

方
及
び
当
該
措
置
を
講
ず
べ
き
期
限
に
つ
い
て
定
め
、
あ
わ
せ
て
当
該
措
置
が
当
該
期
限
内
に
講
じ
ら
れ
な
い
場
合
の
措
置

に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（衆
議
院
議
員
の
定
数
削
減
）

第
二
条
　
衆
議
院
議
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
四
百
二
十
人
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
か
つ
、
現
行
の
定
数
四
百
六
十
五
人
の
一

割
を
目
標
と
し
て
、
削
減
す
る
。

（衆
議
院
議
員
の
定
数
削
減
の
具
体
的
な
方
法
等
に
関
す
る
法
制
上
の
措
置
）

第
二
条
　
衆
議
院
議
員
の
定
数
削
減
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
衆
議
院
議
員
の
選
挙
制
度
の
維
持
若
し
く
は
見
直
し
又
は
そ
の
抜

本
的
な
改
正
の
い
ず
れ
を
行
う
か
に
つ
い
て
の
検
討
と
併
せ
て
そ
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
、
こ
れ
ら

に
係
る
結
論
を
得
る
も
の
と
す
る
。

2

前
項
の
検
討
は
、
衆
議
院
議
長
の
下
に
設
置
さ
れ
、
各
会
派
の
衆
議
院
議
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
に
お
い
て
行
わ



れ
る
も
の
と
す
る
。
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
衆
議
院
議
院
運
営
委
員
会
に
諮

っ
て
衆
議
院
議
長
が
定

め

る
。

第

一
項
の
結
論
に
基
づ
く
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
ン」
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら

一
年
以
内
に
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
衆
議
院
議
員
の
選
挙
区
を
改
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置

法

（平
成
六
年
法
律
第
二
号
）
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
の
期
限
を
延
長
す
る
等

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

4

前
項
の
法
制
上
の
措
置
と
し
て
制
定
す
る
法
律
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る
。

（公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
公
職
選
挙
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第

一
項
中

「四
百
六
十
五
人
」
を

「四
百
二
十
人
」
に
、
　
コ
一百
人
十
九
人
」
を

「三
百
六
十
四
人
」
に
、

「百

七
十
六
人
」
を

「百
五
十
六
人
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第

一
項
中

「別
表
第

一
」
を

「別
に
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「別
表
第

一
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
同

条
第
五
項
中

「別
表
第

一
」
を

「第

一
項
に
規
定
す
る
法
律

（第
百
四
十
九
条
第
二
項
及
び
別
表
第
二
に
お
い
て

「改
定
法
」

3



と
い
う
。
）
で
定
め
る
選
挙
区
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
九
条
第
二
項
中

「二
十
人
人
を
」
を

「改
定
法
で
定
め
る
数
を
」
に
、
　
Ｆ
一十
人
人
と
」
を

「そ
の
数
と
」
に

改
め
る
。

別
表
第

一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第

一　

削
除

別
表
第
二
北
海
道
の
項
中

「人
人
」
を

「改
定
法
で
定
め
る
数
」
に
改
め
、
同
表
東
北
の
項
中

「十
二
人
」
を

「改
定
法

で
定
め
る
数
」
に
改
め
、
同
表
北
関
東
の
項
中

「十
九
人
」
を

「改
定
法
で
定
め
る
数
」
に
改
め
、
同
表
南
関
東
の
項
中

「二

十
二
人
」
を

「改
定
法
で
定
め
る
数
」
に
改
め
、
同
表
東
京
都
の
項
中

「十
九
人
」
を

「改
定
法
で
定
め
る
数
」
に
改
め
、

同
表
北
陸
信
越
の
項
中

「十
人
」
を

「改
定
法
で
定
め
る
数
」
に
改
め
、
同
表
東
海
の
項
中

「二
十

一
人
」
を

「改
定
法
で

定
め
る
数
」
に
改
め
、
同
表
近
畿
の
項
中

「二
十
人
人
」
を

「改
定
法
で
定
め
る
数
」
に
改
め
、
同
表
中
国
の
項
中

「十
人
」

を

「改
定
法
で
定
め
る
数
」
に
改
め
、
同
表
四
国
の
項
中

「六
人
」
を

「改
定
法
で
定
め
る
数
」
に
改
め
、
同
表
九
州
の
項

中

「二
十
人
」
を

「改
定
法
で
定
め
る
数
」
に
改
め
る
。

附

貝ll



（施
行
期
日
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
の
法
制
上
の
措

置
と
し
て
制
定
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
法
律
が
成
立
す
る
こ
と
な
く
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
を
経
過

し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
当
該

一
年
を
経
過
し
た
日

（次
条
に
お
い
て
「
一
年
経
過
日
」

と
い
う
。
）
か
ら
施
行
し
、
第
四
条
の
規
定
は
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法

（附
則
第
二
条
及
び
第
四
条
に

お
い
て

「新
公
職
選
挙
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（附
則
第
四
条
に
お
い
て

「改

定
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（令
和
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
定
案
の
作
成
及
び
勧
告
並
び
に
法
制
上
の
措
置
）

第
二
条
　
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

令
和
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
定
案

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「令
和
七
年
の
国

勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
定
案
」
と
い
う
。
）
の
作
成
及
び
勧
告
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
令
和
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
定
案
の
作
成
に
当
た
つ
て
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画

定
審
議
会
設
置
法
第
二
条
第
二
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
都
道
府
県
の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
濃
出

四



議
員
の
選
挙
区

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「小
樫
挙
区
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
三
百
六
十
四
人
を
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出

議
員
の
定
数
と
、
令
和
七
年
の
国
勢
調
査
を
同
法
第
四
条
第

一
項
の
国
勢
調
査
と
み
な
し
て
同
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
の

例
に
よ
り
得
ら
れ
る
小
選
挙
区
の
数
と
す
る
。

3

衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
定
案
の
柳

告
は
、
同
法
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、　
一
年
経
過
日
か
ら

一
年
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

4

政
府
は
、
令
和
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
定
案
に
係
る
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
働
告
が
あ

っ
た
と
き
は
、
当
該
働
告
に
基
づ
き
、
速
や
か
に
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（新
公
職
選
挙
法
別
表
第
二
に
規
定
す
る
各
選
挙
区
の
議
員
数
）

第
二
条
　
新
公
職
選
挙
法
第
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
法
律
で
定
め
る
新
公
職
選
挙
法
別
表
第
二
に
規
定
す
る
各
選
挙
区
の

議
員
数
は
、
百
五
十
六
人
を
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
定
数
と
、
令
和
七
年
の
国
勢
調
査
を
新
公
職
選
挙
法
第
十
二
条

第
七
項
の
国
勢
調
査
と
み
な
し
て
同
項
後
段
の
規
定
の
例
に
よ
り
得
ら
れ
る
議
員
数
と
す
る
。

（適
用
区
分
）

第
四
条
　
新
公
職
選
挙
法
の
規
定
は
、
改
定
法
施
行
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙

（以
下

ゝ

五



「改
定
法
施
行
日
以
後
の
初
回
の
総
選
挙
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
し
、
改
定
法
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示

さ
れ
た
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
及
び
改
定
法
施
行
日
以
後
の
初
回
の
総
選
挙
の
期
日
の
公
示
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日

を
告
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

ハ



理
　
由

衆
議
院
議
員
の
定
数
削
減
並
び
に
そ
の
具
体
的
な
方
法
等
に
関
す
る
法
制
上
の
措
置
の
検
討
の
在
り
方
及
び
当
該
措
置
を
講

ず
べ
き
期
限
に
つ
い
て
定
め
、
あ
わ
せ
て
当
該
措
置
が
当
該
期
限
内
に
講
じ
ら
れ
な
い
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が

あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

七


